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令和８年４月１５日 

 

報 道 各 位 

 

新潟市廃棄物対策課 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の規定による

行政処分の実施（お知らせ） 

 
 

 下記の産業廃棄物処分業者が、法第１６条の２（焼却禁止）に違反した事を確認し、その行為

が法第１４条の３（事業の停止）に該当することから９０日間の事業の停止処分を行った。 
 

記 

 

１ 被処分者 

（１）住    所：新潟県燕市杣木１４８９番地 
（２）名    称：三燕生コン 株式会社 
          代表取締役 矢澤 克彦 
（３）事業場所在地：新潟県新潟市西蒲区和納４１００番地 
 
 

２ 許可内容 

  産業廃棄物処分業（中間処理） 

  ・許可品目  金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 

  ・許可年月日 令和７年１月１７日 

  ・許可番号  ０５９２１０２６８０６号 

 

 

３ 処分内容  産業廃棄物処分業の事業の停止 

（令和８年４月１５日から７月１３日まで９０日間） 

 

 

４ 処分年月日 令和８年４月１５日 

 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 
 新潟市廃棄物対策課廃棄物指導室   担当：寺尾（直通）025-226-1411 

※お問い合わせは、本日午後 5 時 30 分までにお願いいたします。 


